
第３７号議案  

 

 

 

   中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例  

 

 

 

 上記の議案を提出します。  

 

 

 

  令和７年２月２８日  

 

 

 

          提出者  中野区長   酒 井 直 人     

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 使用料の額を改定する必要がある。   



   中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例  

 

 中野区立妙正寺川公園条例（昭和６２年中野区条例第１３号）の一

部を次のように改正する。  

 別表電柱の項中「１，８５６円」を「１，９３３円」に改め、同表

標識の項中「１，１００円」を「１，１４５円」に改め、同表水道管、

下水道管又はガス管の項中「１６５円」を「１７１円」に、「４１２

円」を「４２９円」に、「８２５円」を「８５９円」に改め、同表電

線の項中「１３７円」を「１４３円」に、「１６５円」を「１７１円」

に、「４１２円」を「４２９円」に、「８２５円」を「８５９円」に

改め、同表変圧塔、マンホールの類の項中「１，３７５円」を「１，

４３２円」に改め、同表郵便差出箱又は信書便差出箱の項中「５５０

円」を「５７２円」に改め、同表公衆電話所の項中「１，３７５円」

を「１，４３２円」に改め、同表地下の占用物件の項中「１，０３８

円」を「１，２４５円」に、「４１２円」を「４２９円」に改め、同

表高架の占用物件の項中「６８７円」を「７１６円」に改め、同表天

体気象又は土地の観測施設の項中「１，１８４円」を「１，４２０円」

に改め、同表写真撮影の項中「１０，８００円」を「１１，２８０円」

に、「１，９１２円」を「１，９９７円」に改め、同表ロケーション

のための臨時的な占用の項中「１６，８７５円」を「１７，６２５円」

に改め、同表その他の占用の項を次のように改める。  

その他の占用  占 用 面 積 １ 平 方

メ ー ト ル に つ き

１日  

４７円  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  



 （経過措置）  

２  この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けてい

る者のうち、当該使用又は占用の期間が１年以内のものに係る使用

料の額については、なお従前の例による。  


